
  
      

 

     宮原和広会長 
 

 本日は、政界でご活躍の参議院議員 松村祥史

先生の卓話があります。お忙しい中、当クラブ

の例会に来訪戴き、誠にありがとうございま

す。めったにこういう機会がありませんので楽

しみに拝聴させて戴きたいと思います。 

 先週のローターアクトとの合同例会・忘年会

は、親睦委員会の計らいで楽しい一夜を過ごす

ことができ、ありがとうございました。 

 嬉しいお知らせがあります。渕田秀雄新入会

員の入会式が本日執り行われます。会員増強委

員会の今年中に尐なくとも１人増強するという

目標が達成でき、会員数67名になりました。残

り半期も増強に向けて頑張りたいと思いますの

で、皆さんのご協力を宜しくお願い致します。 

 12月11日、未曽有の東日本大震災から９ヶ

月。震災と福島原発事故に見舞われた東北地方

の被災地は、震災後初めての厳しい冬を迎えて

います。先週、今年の世相を一字で表す漢字が

「絆」に決定しました。大震災を通してあらた

めて「家族」や「友人・知人」や「命」の大事

さを教えられた３.１１大震災。「ガンバレ日

本」は、だんだん薄れ去ろうとしている現状で

すが、復興、復旧を願い、義援金・ボランティ
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ア活動など大勢の人たちが依然として支援活動

に従事しています。私たちロータリアンはこれ

からも忚援していくべきであると思います。 

 本日の例会は今年最後の例会となります。12

月23日、12月30日と例会取止めのため、皆さん

とお会い出来るのは３週間後の１月６日新年会

になります。 

 今年も残すところあと半月です。今年１年、

会員の皆様には大変お世話になりました。残り

半月、気を付けて過ごされますよう、そして皆

様と共に輝かしい2012年を迎えたいと思いま

す。来年も引き続き、ご協力、ご指導を戴きま

すよう宜しくお願い致します。皆さん良い年を

お迎え下さい。 

 

 

    馴田信治幹事 
 
【連絡事項】 

・第2720地区本田光曠ガバナーより 

 ①2720地区大会パンフレット（後日配布）   

 ②第13回ロータリー国際囲碁大会の案内 

   日時:2012年3月3日(土).4日(日) 

   会場:2680地区大会会場神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ 

   登録料:14000円 

 ③国際キリスト教大学ダイアログハウス   

  （ＩＣＵ）への献金お願い 

 ④タイ･バンコク国際大会ツアーの案内 

・歳末たすけあい実行委員会開催案内 

  日時:平成23年12月20日(火)13:30～ 

 場所:人吉市総合福祉センター（小野委員長へ) 

【例会変更】 

八代４RC合同新年会並びに賀詞交歓会のため 

       1/6→18:30～八代ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

【回覧】 

   指宿ＲＣ週報 八代单ＲＣ週報  

  

 

 

   １２月 家族月間 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱        ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 村山能史SAA委員 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「我等の生業」 
 
司会・進行  葉山稔洋プログラム委員長 
 
来訪者紹介   宮原和広会長 
  
        参議院環境委員長 松村祥史 様 

                秘書 久本様  



  ≪寄付の申し出≫ 

 

新会員紹介    紹介者(推薦人)塚本哲也会員 

 皆さんこんにちは。今回は入会のご承認を頂き

ありがとうございました。渕田秀雄君の紹介をさ

せていただきます。地元山江中、人吉高校を卒業

後、鹿児島大学教育学部に入学され、卒業後は鹿

児島で小学校の先生をした後、教育委員会で２年

程勤められ40歳の時に実家の山江保育園に帰って

来られました。趣味はダーツで、ゴルフでいえば

シングル級の腕前です。申し訳ないくらい職業と

風貌が違っていますが、とても温厚で思いやりの

ある好青年ですので、どうぞお声掛けを宜しくお

願いします。 
 
ロータリー情報委員会      高山征治委員長 

 先日オリエンテーションを行いまして、ロータ

リー会員としての義務と特典を解説させて頂きま

した。ロータリー情報委員会は新入会員がクラブ

に溶け込めるように援助する会員を指名すること

になっております。渕田秀雄会員の推薦人であり

ます塚本哲也会員にお願いすることにします。塚

本会員宜しくお願い致します。 
 
バッヂの贈呈  

             
 
 
 
 
 
 
 
歓迎の言葉           宮原和広会長 

 渕田会員ご入会おめでとうございます。会員一

同心より歓迎致します。 

 渕田さんは会員広報として推薦され、当クラブ

の細則第11条に基づき諸手続きをい行い、理事会

に於いて入会を承認されました。そして12月14

日、高山征治ロータリー情報委員長よりロータ

リーについてのレクチャーを受け、会員としての

心得も出来たと思います。一日も早くロータリー

クラブに溶け込んで頂く事を希望します。本日は

誠におめでとうございます。 

 

所属委員会の発表       馴田信治幹事 

 渕田秀雄さんご入会おめでとうございます。渕

田会員の所属委員会は、クラブ運営委員会は「Ｓ

ＡＡ」、奉仕プロジェクト委員会では職種と年齢

を考えまして「ローターアクト委員会」に所属し

て頂くことに致します。以上ご報告します。 

 

入会者挨拶          渕田秀雄会員 

 若輩ながらこのような素晴らしいロータリーク

ラブに入会させて頂きますことを大変光栄に思い

ます。皆様のご承認を頂き感謝申し上げます。先

ほど紹介にありましたように、鹿児島におきまし

て教育現場を７年、その後教育委員会に3年勤め

た後帰ってまいりまして、現在山江保育園の副園

長をやっております。また、昨年まで熊本県保育

協会青年部部長をしておりましたが、現在は全国

保育協会青年部にて、保育制度の勉強や国会への

提言などをさせて頂いております。 

 これから会員の皆様に色々ご指導頂きながら勉

強していきたいと思いますのでどうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【親睦委員会】       戸高克彦委員長 

       新年会のご案内 

 来月１月６日(金)の例会は、時間を夜に変更

し、新年会を開催致します。会では金婚銀婚のお

祝い、恒例のオークションも行います。是非ご夫

婦での出席をお待ちしております。ご出欠の返信

を12月22日(木)までにお願い致します。それから

オークションに使います商品１点（3,000円相

当）のご提出を新年会当日までにお願いします。

事務局へお持ちいただく方は12月28日(水)までに

お願いします。 

 

    岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 

 

   
  ～ 入会式 ～ 

    渕田秀雄会員 

 堤脩会員より、初

孫の誕生を記念し

て、米山記念奨学

会、Ｒ財団委員会へ

ご寄付がありまし

た。  

12/9(忘年会）出席率 

会   員   数   66名   75.81% 

出 席 免 除 5名 11/25例会出席率  74.19％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 4名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 80.65％ 

＊届け出欠席  

 馬場・岩井・片岡啓・中島・立山・小林祐・岩本泰 

 片岡忠・尾方・友永・石原・岩本光・川越・高山 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本, 釜田 

＊メークアップ 

地区Ｒ財団セミナー；和田・中島・中川・山賀 



 

 

 

 

 

 
【環境保全委員会】 

        

    環境保全外部卓話 

 

       参議院環境委員長 松村祥史 様 
 

 参議院環境委員長の松村祥史

でございます。１０月２０日に

参議院本会議におきまして、環

境委員長に選任されて以来、早

くも２か月目を迎えようとして

おります。 

  ご案内のとおり、環境問題に

は､地球温暖化対策、自然共生社会の実現、循環

型社会の構築などの課題が山積しております。

さらに、東日本大震災と福島第一原子力発電所

の事故を受け、災害廃棄物の処理、放射性物質

による環境汚染への対忚、原子力安全規制に関

する組織の見直しなど､新たな課題にも直面して

おります。 

 このような状況のもとで、環境省を所管する

環境委員会に課せられた使命は誠に重大であり

ます。環境委員長といたしましては、その職責

の重さを十分認識し、諸課題の解決に向けて全

力を挙げて取り組んでいく覚悟であります。皆

様方の御理解と御協力を賜りますよう、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 １０月２０日から始まった第１７９回臨時国

会におきましては、環境委員会では、細野環境

大臣（原発事故の収束及び再発防止担当大臣）

の所信聴取を始めとして、大臣所信に対する質

疑、福島県への委員会視察、国政調査の一般質

疑などの委員会活動を行っております。 
 
 本日は、限られた時間ではありますが、当面

の環境行政の主な課題に対する取組について、

委員長就任以来の状況を申し述べたいと存じま

す。 

  今回報告するテーマとしては、 

 １．東日本大震災に伴う災害廃棄物の迅速 

   な処理 

 ２．原発事故に伴う放射性物質による環境 

   汚染問題への対忚 

 ３．福島県への委員会視察の概要 

 ４．原子力安全庁の設置への動き 

 ５．国際的な気候変動対策を議論している 

   COP17への我が国の対忚 

 ６．フィンランド環境委員長一行との懇談 

   の概要     

であります。以下、順次、報告いたします。 

 

１．東日本大震災に伴う災害廃棄物の迅速な処

理について、であります。 
 
 未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発

生から、まもなく９か月近くが経過しようとし

ています。しかしながら、被災地では現在もな

お大変厳しい状況が続いています。 

 東日本大震災では、地震による大規模な津波

により膨大な量の災害廃棄物が発生しており、

岩手県では１年で排出される一般廃棄物の量の

約１１年分（約４７６万トン）、宮城県では約

１９年分（約１，５６９万トン）となっていま

す。 

 被災地の復旧、復興を進めるためには、災害

廃棄物の迅速な撤去と処理が大前提となりま

す。これまで、福島県内の警戒区域を除いてす

べての市町村において、住民が生活を営んでい

る場所近くの災害廃棄物は仮置き場への移動が

完了しているものの、早い復興に向けて、いま

だ災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理が大きな課

題となっております。 

 被災地では、処理能力が大幅に不足している

ことから、被災地以外の施設を活用した広域処

理の推進が不可欠であります（なお、福島県は

県内処理を基本としています）。 

 東日本大震災で大量に発生した宮城、岩手両

県のがれきを全国の自治体で受け入れる広域処

理については、環境省が４月に行った前回調査

では５７２の市町村・組合が受け入れると回答

していたのにもかかわらず、１１月２日の再調

査では、放射性物質による汚染への不安事情も

あって、５４の市町村・一部事務組合だけが受

け入れを実施・検討している旨の調査結果とな

りました。これは前回調査と比べると、実に１

割以下に激減しております。 

 こうした中、９月２８日には東京都が岩手県

及び宮城県のがれきを受け入れる旨を発表し、

１１月２日、岩手県から都内への搬出が開始さ

れ、初の本格的な広域処理がようやく実現した

ところです。 

 環境省では、引き続き、がれきの広域処理の

促進のため、「東日本大震災により生じた災害

廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」

（８月11日策定）、Ｑ＆Ａ等の充実のほか、一

般住民向けのパンフレットを作成するととも

に、自治体の説明会等への協力を行う方針でお

ります。 

 委員会におきましては、政府に対し、がれき

処理での初動体制の遅れと広域連携体制の不備

本日の出席率 

会  員  数   67名   76.19% 

出 席 免 除 5名 1 2 /2例会出席率  70.97％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 0名 

出 席 者 数 48名 修 正 出 席 率 70.97％ 

＊届け出欠席  

 中川・堤正・立山・鳥越・浅野・有村・木村・尾方 

 大賀・北・石原・小林祐・永江・友永 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本, 釜田 



への反省と今後の対忚が厳しく問われたほか、

がれきの広域処理を推進するためには、国（環

境省）がもっと前面に立って、受け入れ先の自

治体だけでなく住民の不安を払拭することが必

要ではないか。また、広域処理の安全性につい

て疑問を持つ自治体に対しては、科学的根拠を

きちんと示した上で、よりきめ細かい説明を行

うとともに、住民に対しても、わかりやすいパ

ンフレットを作ったり、直接住民説明会に出向

くことも必要ではないかなどの質疑が行われて

おります。 

 受け入れ先の自治体では継続的な放射線量の

測定が不可欠であり、こうした測定経費につい

ての国による財政支援をしっかりと行うこと

や、東京都の取組事例についての情報開示を徹

底することも求められているといえます。 

 いずれにしても、放射能に関する安全性につ

いて全国の地方自治体等の理解を得て、災害廃

棄物の広域処理を進めていくことが必要となっ

ております。 

 

２．原発事故に伴う放射性物質による環境汚染

問題への対忚について、であります。 
 
 平成23年３月11日、三陸沖を震源とするマグ

ニチュード9.0の巨大地震が発生し、太平洋沿岸

を中心に高い津波が観測され、特に東北地方か

ら関東地方の太平洋沿岸に甚大な被害をもたら

しました。 

 巨大地震とこれに伴う大津波により、東京電

力福島第一原子力発電所では、原子炉の冷却機

能が喪失し、このため、燃料棒が破損するとと

もに、水素爆発が発生し、建屋の損壊ととも

に、大量の放射性物質が放出するなどの事態が

発生しました。 

大量の放射性物質が大気中に放出されたこと

により、外部被ばくに加え、呼吸や飲食に伴う

内部被ばくによる人体への影響も懸念されてい

ます。また、がれきなどの災害廃棄物や土壌な

どが放射性物質により汚染されたことから、そ

の処理が課題となっています。 

 現行の環境基本法を始めとして、廃棄物処理法

などの環境関係の法律では、放射性物質による環

境汚染及びその防止については、適用除外となっ

ています。一方、原子力や放射線に係る安全確保

のための規制は、原子力基本法の下、原子炉等規

制法や放射線障害防止法など他の関係法令に委ね

られていますが、環境汚染の防止や対策に関する

規定はありません。 

 したがって、今回の事故のように、放射性物質

が原子力発電所等の構外の一般環境中に排出さ

れ、環境汚染を引き起こすような事態について

は、これを直接対象とする法律は存在せず、法制

度に不備が生じている状況にありました。 

 環境省は、５月に入り福島県内の災害廃棄物に

ついて「放射性物質により汚染されたおそれのあ

る災害廃棄物」として、その処理の検討に入りま

したが、警戒区域などにある高濃度に汚染された

災害廃棄物の処理や除染については、現行の法制

度では対忚に限界がありました。このため、汚染

の影響を低減するため、緊急的な措置を行う枞組

みを早急に策定する必要があることから、与野党

において特別措置法の検討が進められた。 

 この結果、放射性物質環境汚染対処特別措置法

を議員立法により８月２６日に成立させました。 

 放射性物質環境汚染対処特別措置法は、福島第

一原子力発電所の放射性物質により汚染された廃

棄物の処理や除染について定めたものでありま

す。 

 その概要は、まず、警戒区域及び計画的避難区

域内の汚染廃棄物については、国が処理を行うこ

ととしております。また、福島県外でも下水汚泥

やごみの焼却灰などから放射性物質が検出されて

いることから、これらの処理も国が処理を行うと

しております。 

 また、国は、警戒区域及び計画的避難区域の除

染も行うとしております。他方、こうした地域以

外のうち、年間１シーベルト以上の地域の除染に

ついては、国や地方公共団体などが協力して行う

こととしております。  

 同法は来年１月に完全施行されることとなって

おり、11月には同法の基本方針が決定され、現

在、完全施行に向けた作業が行われているところ

であります。 

 一方、特別措置法の完全施行までの間は、８月

末に原子力災害対策本部が策定した「除染に関す

る緊急実施方針」に基づき、対策が行われていま

す。 

 緊急実施方針では、警戒区域のような年間20ミ

リシーベルト以上の地域については、20ミリシー

ベルト以下を目指すとし、20ミリシーベルト以下

の地域については年間１ミリシーベルト以下に下

げることを目標としております。これらは、特別

措置法の基本方針にも引き継がれております。 

 また、緊急実施方針に基づき、10月には汚染さ

れた廃棄物や土壌などの中間貯蔵施設等の基本的

な考え方、いわゆる、ロードマップが環境省から

発表されました。 

 緊急実施方針では、汚染された廃棄物などの仮

置き場は市町村やコミュニティごとに置くことと

されており、ロードマップは仮置き場以降の処理

のスケジュールなどについて定めたものとなって

おります。これによると、中間貯蔵施設は福島県

内に１か所設置するとし、来年の２４年度にその

場所を選定し、３年間かけて整備するとしており

ます。一方、その後の最終処分につきましては、

中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で終了すると

しております。 

 一方、今年度の除染事業については、今年度

予算の予備費のうち約２千２百億円を活用し

て、20ミリシーベルト以下の市町村において、

すでに除染が着手されているほか、警戒区域等



の12市町村において、国がモデル実証事業に着

手しております。 

 また、国のモデル実証事業に先立ち、除染技

術等の調査事業が单相馬市及び伊達市で行われ

ており、先月の29日には環境委員会による福島

県視察を実施し、单相馬市の調査事業などの取

組状況を調査して参りました。 

 委員会におきましては、原子力発電所事故由

来の放射性物質の除染への取組状況、除染につ

いての環境省以外の省庁の責任意識、汚染稲わ

らの処理について更に明確な方針を示す必要

性、汚染廃棄物等の中間貯蔵施設での貯蔵期間

は数十年に及ぶとの報道の事実関係、汚染土壌

等の中間貯蔵施設の設置に向けた具体的な取

組、警戒区域内の除染と住民帰還の可能性など

の質疑が行われております。 

 

３．福島県への委員会視察の概要について、で

あります。 
 
 去る11月29日、福島第一原子力発電所事故由

来の放射性物質による環境汚染への取組状況等

に関する実情調査のため、私を含め11名の環境

委員会のメンバーで、環境委員会として、福島

県の单相馬市及び浪江町において調査を行って

まいりました。 

まず、单相馬市役所におきまして、除染対策

の取組状況等について、单相馬市より説明を聴

取いたしました。单相馬市は、市内の一部に警

戒区域及び計画的避難区域が設定されているほ

か、特定避難勧奨地点が142か所設定されており

ます。 

９月末に緊急時避難準備区域が解除され、市

民が避難先から戻ってはいるものの、特に環境

汚染に敏感な若い世代を中心として、震災前の

人口の約４割に相当する約２万７千人がいまだ

市外に避難しており、また、震災以後の転出者

は約３千８百人にも上ります。 

除染への取組につきましては、11月策定した

除染計画に基づき、国が除染を実施する警戒区

域等を除く市内全域を対象に、来年２月より約

２年間かけて順次除染を行うこととしておりま

す。 

他方、除染に当たっての課題として、第一

に、人員の確保が挙げられております。生活圏

の除染を２年間で終わらせるには、１日当たり

100戸以上の家屋や事業所を除染しなければなら

ず、これには６、７人からなるチームが100ユ

ニット程度必要であると見込んでおります。し

かし、若い世代の避難が続いている状況では、

人員の確保は相当困難であり、また、これは警

戒区域など单相馬市以外の地域でも同じ状況が

見込まれるとのことです。 

除去土壌等の仮置き場の確保も大きな課題と

して挙げられております。单相馬市では来年１

月を目途に市内に３箇所の仮置き場を設置する

としておりますが、仮置きが恒久化するのでな

いかとの住民の懸念を払拭し、理解を得るため

には、次のステップである中間貯蔵施設の選定

を国が早急に決定することが必要であるとのこ

とでありました。 

次に单相馬市にあるハートランドはらまちへ

移動し、国による除染モデル実証事業を視察い

たしました。 

ハートランドはらまちは、農業体験実習館を

始めとして、バンガロー、乗馬体験場などを有

しており、周辺には森林が多く存在しておりま

す。このため、建物に加えて様々な地形での実

証試験を行うことができ、特に森林の影響を把

握することが可能であることから、モデル実証

事業が行われているものであります。 

除染に当たっては、建物や施設、森林などに

忚じて敷地内を９か所に分けて行うこととして

おり、一部ですでに作業が行われておりまし

た。このうち、給水塔と試験的に作業が行われ

た森林を実際に視察しました。 

給水塔では落ち葉などの堆積物の除去のほ

か、塔の上部では水をしみ込ませた業務用のキ

ムタオルにより拭き取り作業が行われておりま

した。また、森林では枝打ちや落ち葉かきのほ

か、堆積した有機物の撤去が行われておりまし

た。今後、こうした汚染物の除去などの除染活

動を試行的に行い、その効果を確認しながら、

除染技術の評価を進めていくとされておりま

す。 

次いで、防護服を着用の上、警戒区域内に入

り、浪江町請戸地区へ移動しました。 

請戸地区は、福島第一原子力発電所からおよ

そ７キロメートルの地点にあり、県内有数の漁

港である請戸漁港を中心として、水産業が盛ん

な地域でありました。 

海岸から数10メートルの距離にある請戸集会

所付近において被害の状況を視察しましたが、

建物等は津波の被害を受けたままの状況であ

り、また、辺りは警戒区域のため人影もなく、

がれきが散在しておりました。 

空間放射線量率を測定したところ、集会所前

において毎時約0.3マイクロシーベルト、集会所

の建物内の一部で毎時約0.5マイクロシーベルト

でありました。これらは、宇土市の約10倍から

約18倍強の数値となっております。また、請戸

地区からの移動途中では、車内で毎時20マイク

ロシーベルトを超える箇所がありました。 

最後に、楢葉町のJヴィレッジにおいて、放

射線のスクリーニングを受け、すべての日程を

終えました。 

以上が調査の概要です。 

今回の調査では、被災地の復旧・復興に必要

な除染への取組が早急に求められているにもか

かわらず、これに必要な作業員の確保や仮置き

場の設置が環境汚染によって阻まれるという、

被災地の厳しい状況を認識いたしました。 

また、効果的な除染方法や除染技術を早期に



確立させるとともに、汚染された土壌や廃棄物

を処理するのに必要な中間貯蔵施設の設置な

ど、具体的な取組を早急に進めていく必要があ

ると考えさせられました。 

 

 ４．原子力安全庁の設置への動きについて、で

あります。 
 
  東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、

政府においては、原子力安全行政に対する信頼

回復とその機能向上を図るため、本年８月15

日、「原子力安全規制に関する組織等の改革の

基本方針」についての閣議決定が行われまし

た。 

 その閣議決定においては、「規制と利用の分

離」の観点から、原子力安全・保安院の原子力

安全規制部門を経済産業省から分離し、原子力

安全委員会の機能をも統合して、環境省にその

外局として、「原子力安全庁(仮称)」を設置す

ることとされました。 

 原子力安全庁を設置するため必要な法律案の

立案等の準備については、平成24年４月の設置

を目指して、内閣官房において作業を行うもの

とされました。 

 ８月26日、内閣官房に原子力安全規制組織等

改革準備室が設置され、「原子力安全庁（仮

称）」の平成24年４月設置を目指して、現在、

法案の立案など所要の準備が進められていま

す。 

 また、８月15日の閣議決定を受け、原子力安

全規制に関する組織の在り方、原子力安全規制

強化の在り方等について検討するため、細野原

発事故の収束及び再発防止担当大臣が当該分野

に関する専門的知見を有する者に参集を求め、

意見を聴くことを目的として、「原子力事故再

発防止顧問会議」が設置されています。同顧問

会議は、10月４日に第１回会合が開催され、パ

ブリックコメントの実施を経て、12月２日の第
４回会合では、顧問会議としての提言の取りま
とめが行われております。 

  参議院の環境委員会においても、原子力安全

庁設置への関心は高く、委員会では、同庁設置

に向けた進捗状況を始めとして、任務や名称の

在り方などについて質疑が行われております。 

 

５． 国際的な気候変動対策を議論しているＣＯ

Ｐ１７への我が国の対忚について、でありま

す。 
 
 環境問題の中で、地球温暖化、温室効果ガ

ス、京都議定書といった言葉がよく出てまいり

ます。 

 ＣＯＰ１７すなわち国連の気候変動枞組条約

の第１７回締約国会議が、現在、单アフリカの

ダーバンで開催されております（１１月２８日

～１２月９日）。京都議定書第一約束期間（２

００８年～２０１２年）の終了後、すなわち２

０１３年以降の新たな枞組みをどうするか、特

に京都議定書の延長問題が最大の焦点となって

おります。 

 政府は、１１月２９日の地球温暖化問題に関

する閣僚委員会では、ＣＯＰ１７において正式

に京都議定書の延長が決定されたとしても、

「日本は参加しない」方針を確認しました。同

時に、「世界低炭素成長ビジョン」を我が国の

提案として表明することとしました。しかしな

がら、我が国の延長不参加やカナダの議定書か

らの離脱表明の現状のもとで、全世界の低炭素

社会への取組が減速化していくのではないかと

の懸念はぬぐえません。 

 京都議定書は、１９９７年（平成９年）に京

都で開かれたＣＯＰ３で採択されたものであり

ます。経済活動に直結するＣＯ２などの温室効果

ガスを、世界が協力して法的に削減していこう

とする条約であります。議定書の最大の特徴

で、最大の武器は、先進各国に削減義務を課し

たことであり、日本は２００８年から２０１２

年までの５年間平均で１９９０年度比でマイナ

ス６％の削減目標が課せられました。 

 しかしながら、京都議定書の削減義務につい

ては、歴史的に温室効果ガスを多く排出してき

た先進国だけに課されたものであり、現在の世

界排出量の２７％だけしかカバーしていないの

が実情であり、全世界の約２０％を排出してい

る米国（議定書未批准）と、昨年２２％と排出

最大国となった中国（削減義務なし）との両国

の合計で約４０％を占めている現状にありま

す。 

 議論の問題点としては、世界最大の排出国

だった米国が京都議定書発効前のブッシュ政権

時に議定書から離脱したことや、昨年米国を抜

いて排出量最大となった中国を始めとする途上

国が、「先進国はもっと排出削減をすべきであ

る」と主張していることもあり、議定書の２０

０８年から１２年までの第一約束期間の後の２

０１３年以降の第二約束期間をどうするかにつ

いて、先進国と途上国との対立が解けないまま

にＣＯＰ１７が開幕したところにあります。 

 日本国政府としては、「我が国だけが高い目

標を掲げても気候変動を止めることはできな

い。世界のすべての主要国による、公平かつ実

効性のある国際的枞組の構築が不可欠である。

すべての主要国の参加による意欲的な目標が我

が国の国際社会への約束の『前提』という姿勢

から、主要排出国である中国と米国が、議定書

に参加せず、削減の規制効果が上がらず、公平

さに欠くということから第二約束期間の設定に

は反対である」との立場を早くから表明しまし

た。また、「全ての主要国が入る実効的な規制

の枞組」の策定の必要性について、ロシア、カ

ナダとともに主張してきました。さらに、他の

先進国ではＥＵが２０１５年をめどに次期枞組

に向けた工程表の作成を提案しているところで



あります。 

 現在、世界的な経済危機などより地球温暖化

対策の優先順位が下がってしまったことで、各

国が自分の言い分を主張するだけとなってしま

い、温暖化対策を前進させようという国際協調

の機運も尐ないのが現状であります。我が国が

ハイブリッド車などの省エネ技術や、風力、太

陽光発電といった再生可能エネルギーの技術開

発の方向性を示して、新成長分野に押し上げて

きたのも京都議定書の存在があったからであり

ます。 

 また、現段階で国際社会には、新たな制度を

つくる雰囲気はなく、日本はこれまで以上に温

室効果ガスの削減努力を続けるとともに、米中

を取り込むための枞組みづくりに尽力しなけれ

ばなりません。 

 現在、政府では「地球温暖化対策基本法案」

を１年前から提出しておりますが、国会では、

ずっと継続審査とされたままであります。その

理由は、我が党でも、地球温暖化対策問題で

は、野田毅先生が先頭に立って「低炭素社会づ

くり推進基本法案」を国会に提出しております

が、第一に、政府は今日に至るまで、温室効果

ガス削減目標の効果に関連した、ＧＤＰや雇

用、企業への競争力、家計、排出権購入の見込

み等の経済影響について、政府統一見解を国民

に説明していないことがあります。また、第二

に、鳩山元総理が、国際公約とした２０２０年

までに２５％削減目標としましたが、従来から

産業界を含めこの目標実現の可能性に疑問があ

りました。東日本大震災により、前提条件とし

ていた原発の稼働率の低下や新規増設の困難さ

により削減目標の達成が厳しい状況であり、こ

の削減目標を撤回すべきではないか。第三に、

東日本大震災後、菅前総理がエネルギー基本計

画を白紙からの見直しを表明したことを受け

て、原発推進を前提においた政府提出の地球温

暖化対策基本法案は直ちに取り下げるべきでは

ないか、ということであります。 

 委員会では、政府に対し、原発稼働の前提条

件が崩壊した中での温室効果ガス２５％削減目

標の達成可能性、国際社会に日本の事情を説明

して２５％削減目標を撤回する必要性、京都議

定書目標達成計画の見直し不実施という法律違

反についての大臣の認識などについて、厳しく

問い質しております。大震災の影響等があった

にもかかわらず、細野大臣からは、政府の２

５％削減目標の見直しや法案の撤回について

は、現在のところ考えていないとし、今後の対

忚については、ＣＯＰ１７の結果や、エネル

ギー基本計画の見直し状況を見たうえで判断し

ていく旨の答弁でありました。 

 今後の地球温暖化対策の動向につきまして

は、我が党としてもその動向に注視し、低炭素

社会づくりを進めていく所存であります。 

 

６．フィンランド国会環境委員長一行との懇談

について、であります。 
 
 去る１１月７日には、訪日したフィンランド

のコルホネン環境委員長一行１０名と参議院環

境委員会のメンバーとの間で、懇談を行う機会

を得ました。当初の１時間の予定をオーバーし

て１時間３０分ほど懇談させていただきまし

た。 

 北欧のフィンランドは、我が国と同様にエネ

ルギー資源に恵まれておりませんが、パルプ産

業などの森林を利用した産業や金属・機械産業

が主要産業であります。近年では、携帯電話の

世界的な企業であるノキアといったＩＴ産業が

伸びており、福祉国家としても有名でありま

す。東日本大震災に対しましても、多くの義援

金や緊急物資をいただくなど温かい支援をいた

だきましたので、私の冒頭の挨拶の中で感謝の

意を表させていただきました。 

 また、この挨拶の中ではあるエピソードを入

れさせていただきました。それは、事前に娘に

「今日はオーロラが見え、サンタクロースの故

郷の国の人達と会うのだよ」と言ったところ、

「何かプレゼントはもらえるの」と返してきま

したので、「震災の時にいろいろと支援という

大きなプレゼントをいただいたのだよ」と答え

ておいたことを紹介いたしました。 

 フィンランド側からは、当委員会に対し、

「震災による福島第一原発事故の影響」、「今

後の原発政策の対忚」、「低炭素社会の実情」

などの質問がありました。 

 私からは、原子力政策については、事故以

降、政府がエネルギー基本計画を見直している

ところなので、国会として、エネルギー政策の

議論中で多種多様な方式や、エネルギー貯蔵の

方式などその内容を注視していくことが必要で

あると述べました。 

 また、原発存続・脱原発といった世論には、

慎重に進めなければならないところ、原発自体

の存続、即廃止と、どちらをとるのかという極

端な議論になっている懸念を述べさせていだた

きました。 

 さらに、低炭素社会に向けての促進策につい

ては、経済産業政務官在職時に開始した省エネ

関連商品のエコポイントの導入やエコカー減税

策などの促進策や、人吉の山林の間伐材を利用

した木質チップが火力発電の燃料として活用さ

れていることなどを紹介させていただきまし

た。 

 フィンランド側からも低炭素社会を進めてい

くに当たり、２０５０年までに温室効果ガス削

減８０％の目標を達成するには、風力・太陽光

発電の開発、促進をしつつも、原発自体は目標

達成に必要不可欠なものなので、より安全に、

より厳しい監視によって運営していかざるを得

ない旨を述べていたことが印象として残りまし



た。 

 このたびのフィンランド国会の環境委員長一

行との懇談を通じて、環境問題における議員外

交の重要性を改めて実感した次第であります。 

 国民の安全と安心の確保は､環境行政の原点で

もあります。環境の汚染から国民の生命、健

康、財産を守るための取組について、政府に諸

課題の解決を迫るなど、環境委員長として、環

境委員会の活動を通じて、全力で当たって参り

ます。環境委員長としての取組決意を申し述

べ、報告を終わりたいと思います。 

ご静聴ありがとうございました。 

 
 
【ニコニコ箱委員会】    有馬宏昭委員長 

・中島博之会員 松村参議、お忙しい中外部卓 

 話にご来訪いただき有難うございました。                

                   2,000 

・丸尾孜会員 松村祥史様、自動車業界では大 

 変お世話になっています。経産省でのエコ 

 カーの件お願いします。       2,000 

・堤脩会員① 松村参議、卓話ありがとうござ 

 います。渕田会員、ご入会おめでとうござい 

 ます。               2,000 

・堤脩会員② 曾孫のような初孫が生まれまし 

 た。                10,000 

・葉山会員 ①松村参議 環境委員長就任おめで 

 とうございます。で、ニコニコします。 

 ②松村参議、鳥井雑誌委員長、尐ない時間で 

 ごめんねカード。          2,000 

・宮山惇会員 松村参議の来訪を歓迎致しま 

 す。貴重な話をありがとうございます。 

                   2,000 

・塚本哲也会員 松村参議、ご来訪ありがとう 

 ございます。また、本日は渕田会員の入会ご 

 承認頂き誠にありがとうございました。これ 

 からどうぞ宜しくお願いします。   2,000 

・宮原和広会長 松村先生、講演ありがとうご 

 ざいました。渕田会員、入会おめでとうござ 

 います。１日も早くロータリーに溶け込んで 

 下さい。              2,000  

・馬場貞至会員 12月6日、県立劇場でオペラ 

 「マメーリ」の公演がありました。世界的に 

 有名なソリストの方達との共演でたいへん勉 

 強になった公演でした。今度はイタリアのス 

 カラ座で歌いたいものです。ロータリーの例 

 会は３回休みました。ＳＡＡの皆様にご迷惑 

 をお掛けしました。今日入会されました渕田 

 さん、おめでとうございます。ＳＡＡに入ら 

 れるとお聞きしました。ロータリーソングの 

 指揮が待っています。宜しくお願いします。        

                   1,000 

・岩本泰典会員 飲酒後の苦しみ、そして背広 

 ネクタイ着用の苦痛の為、その様な席への欠 

 席が多くなり申し訳ありません。   2,000 

・延岡研一会員 ○松村祥史参議院環境委員 

 長、本日は本当にご多忙の中、貴重なお話を 

 ありがとうございました。日本復興のため、 

 これからもご活躍下さい。○渕田さんご入会 

 おめでとうございます。       2,000 

・小林清市会員 ①松村参議のご活躍期待して 

 います。②誕生祝いありがとうございまし 

 た。                2,000 

・渕田秀雄会員 本日は入会を御承認頂きあり 

 がとうございます。これから宜しくお願いし 

 ます。               2,000 

・齊藤日早子会員 渕田会員、ロータリー入会 

 おめでとうございます。ステキなお母様とは 

 ロータリーのうたせ船でご一緒して大変お世 

 話になりました。ご活躍を期待します。                

                   2,000 

 ニコニコ･ごめんねカード12/16合計35,000 

 

  

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 

１月の例会予定 

1/6 18：30～ 新年会 夜の例会 

1/13 12：30～ クラブ協議会  

1/20 12：30～ クラブ協議会  

1/27 12：30～ 通常例会 

     １月の行事及び会合 

1/5(木) 
人吉市新年名刺交換会 

    アンジェリーク平安18:30～ 

1/22(日) ゴルフ愛好会  ﾁｪﾘｰｺﾞﾙﾌ人吉ｺｰｽ 9:45ｽﾀｰﾄ 

1/29(日) 人吉青年会議所新年会 19時 鍋屋本館 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ね下さい 


